
ヒアリング記録              林 玲子、是川 夕、大津 唯 

 

英国統計局       2018.6.25 

1. 死亡に関する情報の収集と報告システム 

死因の情報 

・医師から家族に死亡証明書が手渡され、登録事務所（全国に 590 カ所）で

オンライン登録され、国家統計局(ONS)に送られる。 

・おかしなデータでも、ONS から届け出者に戻すことはない。 

・届け出の間違いなどの場合、1週間以内に訂正が来る。 

・2006 年以降は、登録部門（内務省）と統計部門が分離した。 

・ONS は議会直属で、政府からは独立している。 

・ONS(本部 Newport、Titchfield 支局が人口統計を扱う)はイングランドと

ウエールズのデータを収集、スコットランドと北アイルランドは修正データ

が送られてくるのでそれを WHO に送付する。 

・家族による死亡証明書の閲覧は可能。 

・死亡証明書作成のための教材等はない。 

 

データ入力とコーディング、作成 

・基本的に診断した医師は手書きの書類を作成、登録事務所で入力して電子

化。 

・IRIS の導入により、約 80%が自動でコードされるが、20％が手入力。 

・ICD-11 導入は 2024 年以降の見込み。 

・認知症が死因の上位である理由として、年齢標準化の基準人口の変更や、

IRIS のコーディングルールの変更(2014 年)によるかもしれない。 

 

複合死因統計の作成と公表 

・複合死因統計は、研究ベースで定期的な公表はない。将来的な利用は考え

たい。 

 

コロナー（coroner：英国における検死官） 

・コロナーの検案事例では、書類は手書き。（年間約 3万件、約 10%を占める） 

犯罪死のみならず、労災事案や矯正施設内での死亡なども扱う。死亡証明書

の様式が全く異なる。 

・時間のかかる事例もある。 

 

2. 省庁間の統計の数字の差 

英国でも同様のことはある。 
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ドイツ 

 

1. 死亡に関する情報の収集と報告システム 

情報の収集 

・全死亡の約 90%をカバーするが、約 10%（紙ベースの情報）は欠落する。 

・ドイツにはコロナー制度はなく、病院の医師、家庭医、救急医が死因を判

断する。 

・不詳の死や犯罪による死亡も死亡統計に反映される。 

・家族による死亡証明書の閲覧は可能。 

・死亡証明書には地域により様式が異なり、16 種類の様式がある。 

  死亡情報の流れ 

・日本と同じである。（医師から家族に渡され、州の役所、統計局（デジタル

化）され、最終的に保健担当の機関で集約。 

・作成ガイドラインあり。 

 

データ入力とコーディング、作成 

・医師自身によるデジタル入力はまだ行われていないが、「ドイツ国民死亡登

録」が計画されている。また、がん登録の情報を用いることで、診療記録と

もリンクすると思われる。 

・死亡証明書のデジタル化はまだ。 

・死亡証明書の訂正は、州により異なるがほぼ可能である。 

・IRIS の導入は、どの程度進んでいるかというと、4つの州ではすでに用い

られている。6 つの州では利用が始まった。4 つの州では利用を検討してい

る。 

・死因統計の公表の遅れは IRIS の導入とは無関係と思われる。 

・ICD-11 の導入は 2019 年からを検討しているが、公式には 2020 年からとな

る。 

・死亡統計の個票データの利用は困難である。 

 

複合死因統計の作成と公表 

・複合死因統計は計画されている。 
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フランス       2018.8.6 

 

1. 死亡に関する情報の収集と報告システム 

 

INSEE（国立統計研究所）は、国のまたは特定のデータを管理するが、医学デ

ータは扱わない。INSERM（国立保健医学研究機構）は死亡証明書からの匿名化さ

れた医学データは扱う。解剖事例については複雑で、最近は変化している。2018

年まで、死亡証明は死亡の通知のみに用いられていた。解剖結果が得られるには

場合により数ヶ月かかり、地域によるばらつきも大きかった。パリ法医学研究所

（イル=ド=フランス地域圏（＝パリを中心とした地域圏）の大部分を担当）は、

これまで解剖の結果についての情報を送付しなかったが、2018 年以降、変化し、

死亡の通知だけでなく、補足的な結果も送付するようになった。解剖を行った死

亡例の死因は R（その他）が割り振られる。 

 

  死因については、死者の家族も閲覧できない。これは法的な義務で、死亡証明

書は極めて機密性が高く、公衆衛生の目的のみに用いられる。家族でも、法律に

基づく調査以外では、医学データにはアクセスできない。家族や関係者には、例

えば生命保険などで必要な情報は直接医師に尋ねるように言っている。 

 

 医師による死亡証明書のコンピュータでの直接入力については、2007 年から

始まったが、現状は、全死亡証明書の約 15%分である。 

  賛否については、私たちの反対はない。メリットとしては、リアルタイムに良

質な情報が手書きの文字を読む必要なく、損失なく、しかも比較的安全に扱え

る。医師にとってのメリットは、他の文書作成の際に死亡の状況が必要な場合、

手助けとなる。デメリットは、管理上の文書はまだ紙で送られることが多く、病

院の情報システムはまだ不完全で安全な認証システムはまだ弾力性に欠けるこ

とである。 

 WHO は死亡証明書の書式内での自由な記載を推奨している。しかしリストはな

い。今のところ、神経言語プログラミング技法(NLP technique)を ICD のコーデ

イングに用いている。 

 

 IRIS は死亡証明書の約 55%しか扱っていないが、自動コーデイングの割合は

上がっている。また過去10年でいなくなったコーダーの新人採用も進めている。 

 

 複合死因統計はウエブサイトに掲載されていない。 

 

 死因と他の医学情報のリンクについては、死亡日、生年月日、死亡場所、性別

などのデータセットとのリンクも考えられる。最近、国の保険データシステム
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で、安全な信頼できる手法により、社会保障番号で支払データや退院データ、死

因等のリンクができるようになった。 

 

 死亡証明書の記載が不完全な場合が約 0.5%あり、その場合は医師に照会する。

訂正が必要な場合、死後 18 か月までは訂正可能である。このプロセスが早くな

れば、9か月に短縮される予定である。 

 

 他の統計、例えば交通事故統計との数字のギャップは小さい。両者はよく相関

している。自殺統計については、我々以外の情報はない。殺人に関しては、警察

統計や法務統計との数字のギャップは大きいかもしれない。警察での重複計上

の可能性はあるし、我々のところには解剖の情報はないためである。 
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ヒアリング記録      池松和哉 

 

韓国 （高麗大学）     2018.11.8 

 

1. 死亡に関する情報の収集と報告システム 

医師の作成した死亡診断書の申告は家族が洞（小さな行政区域）事務所

で行い、統計庁は集めてきた情報を国家電算システムから受けて分析する。

なお、韓国の国民健康保険には全ての医療機関が例外もなくて義務的に加

入しており、国民健康保険と全ての医療機関は診療費の請求のために完璧

に電算システムで連結されている。 
死亡診断書とか死体検案書の記載内容の修正はできるが、あまり修正す

ることはない。死亡診断書・死体検案書の修正できる期間は別に決まって

いない。 
 

2. 死亡診断書と死体検案書 

日本と同じく区別している。おそらく日本のシステムに従ったものと思

われる。その区別する詳細な理由は法律に記載がない。韓国では最終診察

48 時間以内なら、改めて診察せず作成できる。なお、韓国では実際には少

ないものの、歯科医師、漢方医も死体検案書作成が可能。 

 

3. 死因の記載 

韓国にも標準の死因名のリストはない。国民健康保険の診断コード（ICD-

10 を韓国用に応用したもの）を書くのを原則としている。コードの中で適

当な診断のない場合は医師の裁量のとおりになる。韓国では主題語を検索し

てその結果の中で選ぶ。 

 

4. 省庁間の統計の数字の差 

統計庁、警察、国立科学捜査研究院の死亡統計は分析の対象が違って

いるので、差が出ること自体は別に問題にならないと思われる。 
 

5. 外因死に関する情報 

外因死の情報については、形式は似ている。 
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死亡診断書（死体検案書）  （韓国の様式（抄訳）） 

 

① 死者の氏名     ② 性別   男  女 

③ 社会保障番号    ④ 生年月日   年  月  日  ⑤ 職業 

⑥ 本籍 

⑦ 住所 

⑧ 発症日時 

⑨ 死亡日時  年  月  日  時  分 

⑩ 死亡した場所   死亡したところ 

死亡したところの種別 

 1.自宅 2.医療機関 3.社会施設 4.学校など 5.道路  

6.商業施設（ホテルなど） 7.工場など 8.農地 9.病院に行く途中 

10.その他 

⑪ 死亡の原因 

ア） 直接死因   発症から死亡までの時間 

イ） ア）の原因 

ウ） イ）の原因 

エ） ウ）の原因 

ア） からエ）に関連しない身体の状況 

手術とその所見    手術年月日 

解剖とその所見 

⑫ 死亡の種類 

  病死  外因死  その他・不詳 

⑬ 外因死の追加事項 

 傷害の種類 

   交通事故  中毒 墜落  溺水  火炎  その他 

 意図性の有無 

  不慮の事故 自殺 他殺 不詳 

 傷害の発生時刻 

 傷害の発生したところ 

 傷害の発生したところの種別 

 

上記の通り診断します。 

発行日 

医療機関の住所 

  名称 

 

医師、歯科医師、漢方医 免許番号 

     氏名 
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ヒアリング記録     池松和哉、村瀬壮彦 

 

ドイツ（バイエルン州）      2018 

 

1. 死亡に関する情報の収集と報告システム 

現在のバイエルン州では、死亡診断書は一旦、州の保健担当部局に集められ、

その後統計局（死因統計だけでなく様々な統計を行っている所だそうです）に送

られ、そこで電子媒体に入力され（この時点で名前・生年月日等の個人情報と死

因との紐付けがなくなる）死因統計の処理が行われる。その後に州の厚生労働省

にデータが送られ、各州で算出された統計情報が更に国レベルに送られる。 

 統計局では情報の処理・伝達に 1週間ほど時間がかかるため、 

 ・間違った記載や不足箇所の訂正がなされない 

 ・医師が記載した死因と ICD コードがずれることがある 

・医師及び医療機関の監査機能にタイムラグが生じる（例：特定の診療所や病

院である感染症での死者が増えていても、厚労省が知るのは約 1週間後）  

 などの問題があるようです。 

 バーデン・ヴュルテンベルク州では死亡診断書は厚生労働省に集められ、そこ

で医師をトップとした統計処理班によって統計がなされるので、そういった問

題がほとんど生じないとのこと。 

 

バイエルン州でも電子申請は考慮されているようですが、達成はされておら

ず、現在も手書きです。 

 

 

2. 死亡診断書と死体検案書 

バイエルン州では区別はない。それによる問題もない。 

 

3. 死因の記載 

バイエルン州では死亡診断書への直接死因、原死因などは自由記載ですが、

ICD-10 コードの記載欄も併記ある。医師自身がコードを調べて記入すること

はほとんどないが、後の統計局での集計時に記入される。 

ミュンヘン大学において大学固有の剖検データベースシステムに死因を

入力する際は、死因となりうる病態の頭文字や最初の方の文字を入力すると、
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候補が自動で絞られ、その中から選択するシステムになっている。 

 （”心”と入力すると”心筋梗塞”、”心筋炎”、”心肥大”、”心筋

症”…が候補として自動で挙がってくる） 

 これらの候補病名は ICD コードに準拠しています。 

 

4. 省庁間の統計の数字の差 

バイエルン州（ドイツ？）でも同じような問題があるそうです。 

 警察によって自殺や殺人についての犯罪統計がなされ、厚生労働省が発

表している死因統計の数値とは異なることがあるが、特に修正などは行わ

れない。 

 

5. 外因死に関する情報 

外因死の情報については、日本とほとんど変わらない形式。 

 死亡診断書に損傷の原因や中毒物質、起こった場所を記載・選択する箇所

がある。 
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S1ガイドライン054-001、医師による検死の実施規則 

最新バージョン：2017年10月 
 
刊行： AWMFオンライン 
 科学的医学ポータル 
 
AWMF登録番号	 	 054/002	 	 	 分類	 	 S1 
 
 
ドイツ法医学会ガイドライン 
 
医師による検死の実施に関する規則 
 
ドイツ連邦共和国において検死は、死体や墓地、葬儀等に関する特別法または対応する条

例など州法によって規制されている。検死は医師に課せられた任務である。検死に関する

法律により、立法者は、人権、刑法や民法、社会政策や健康政策等にとって重要な一連の

目的を追求している。目指すは以下のとおりである。 
 

• 仮死状態を回避するための死亡の確実な判定、特殊な場合には、臓器移植の際
の必要条件ともされている。 
• 感染性疾患の防止(感染症による死亡の場合、感染防止法による届出義務) 
• 健康政策を決定するための基盤として、死亡原因の統計用データや、重要な疾
患に関するデータを収集する。 
• 法的観点、例えば他者の犯行による死亡かどうかの鑑定 
• 故人の推測される権益の実行 

 
ドイツ連邦各州の法律や規則により、死亡例ごとに医師によって検死がなされるべきであ

り、その後に医師によって証明書（死亡診断書、死体検案書または死亡証明書＝同義語）

が発行されなければならない。 
 
原則として、腐敗によって組織の接続が切り離されていない限り、死亡した人体は人間の

死体と見なされる（ザクセン＝アンハルト州以外は、骨格や骨格部分はもはや死体とは見

なされない）。さらに、出生時の体重とは関係なく、母体からの離脱後に少なくとも1個
の生命兆候が存在していた生産児は、死体と見なす。この場合の生命兆候とは、心臓の鼓

動、臍帯の脈、自然の肺呼吸等である。母体からの離脱後にいかなる生命兆候も認められ

ないが、体重が500g以上の新生児は、死産児とみなす。こうした条件からすると、死産児
も法的に死体であり、検死の実施が義務づけられる。ヘッセン州では、妊娠6ヶ月の経過
後に死亡状態で産まれてきた児を死体と見なしている。 
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死産に分類するための基準が満たされていない場合は、流産となり、検死を実施する義務

はない。 
 
各州が規則によって検死医に義務づけているのは以下の事項である。 
 

•遺体の身上調査 
•死亡の判定 
•死亡時刻 
•死亡の種類 
•死亡原因 

 
1.検死を実施してもよいのは誰なのか? 
 

o 医師免許が与えられた者* 
  *この場合およびこれ以下において、"女性医師 "と"男性医師" は同等とみなす。 
 
2.検死を実施しなければならないのは誰なのか? 
 

o それぞれの州ごとに規則が異なっている。 
o 一般的に、要請があればどの医師でも可  
o 他の医師がいない場合には、地域保健当局の医師  
o 優先されるのは、一般開業医、主治医、病院医師、救急待機医師 

 
すべての連邦州において、救急任務に従事している最中の医師は、検死を完全に実施する

義務から免除されている。原則として、そのような医師は、死体の身上調査、死亡、死亡

時刻、死亡場所などを特定すると共に、「原因を特定しない死亡証明書」または「暫定的

な死亡証明書」への記載などに義務が限定されている。 
 
3. いつ検死を実施しなければならないのか? 
 
圧倒的多数のドイツ連邦州法規によると、検死は「遅滞なく」実施されなければならない

（法的語彙によれば、これは「過失遅延することなく」を意味する、すなわち、なお実施

を許容されるのは、延期できない緊急の措置のみに限定される）。ただし、若干の州にお

いては、検死を実施すべき時間的期限が規定されている。しかし、医師による検死におけ

る最初の、そして最も重要な任務が、生じた死を確実に判定することにあるということを

想起すれば、このような考え方は無意味であろう。医者は、救命を怠ったために起訴され

る危険性にさらされたくないのであれば、死亡が確実に判定されるまでは救命を行わなけ

ればならない。ドイツ連邦法は州法に優先されるので、これを覆すような規定は無意味で
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ある。したがって、医師は死亡の疑いの通知を受けた後は、できるだけ早く検死に赴くべ

きである。それというのも、生きているか死んでいるかの鑑別診断が可能なのは医師だけ

であり、蘇生措置が必要かどうかを決定することが可能なのも医師だけであるからであ

る。差し迫った理由で、特により価値の高い財産（職務の法的抵触）を保護するために、

医師が検死を実施できない、またはすぐには実施できない場合には、当該医師は近くの医

師または救急医に緊急に伝える必要がある。当該医師は、近くの医師または救急医がその

任務を引き受けてくれることを確かめておく必要がある。 
 
4. 検死はどのように実施すべきか? 
 
検死と死亡証明書の発行は、最大限の注意を払って実施すべきである。ここでは、生きて

いる患者に対すると同様な注意義務が必要になる。検死は「高度の医学的責任行為」であ

る。それというのも、死亡証明書の発行により、死体がさらなる検査なしに埋葬されるの

かどうか、あるいは不自然死としてさらなる調査が必要になるのかどうかの道筋が決定さ

れるからである。保健当局の医師は、それぞれの検死ごとに死亡証明書の妥当性をチェッ

クする義務がある。加えて、予定されている火葬前に2番目の検死が実施される (例外、バ
イエルン州)。その際には、1回目に実施された検死の妥当性についてのチェックも行われ
る。さらなるチェック機能としては、臨床病理剖検や司法剖検などの剖検がある。最終的

には、司法的な検死という手段もある（ドイツ刑訴法87条第1項）。後者のこれらに共通
しているのは、その頻度が低いということである。 
 
4.1. 死亡判定 
 
医師は、十分な解明に基づき、死亡の発現について判定しなければならない。 実際的に
は、少なくとも1個の確実な死の兆候の証明に基づいて、死亡の判定が行われる。 
 

o 死斑 
o 死後硬直 
o 腐敗 
o 生存とは相容れないような損傷(または破壊) 

 
死亡推測から検死までに数時間の待機時間をおくことは、大半の州の検死に関する規則と

は相容れない。検死は、通知を受けてから「即刻」実施されなければならない。検死の反

復実施は不要なことである。 
 
実際上、心停止から最初の20～30分の間に、つまり最初の死の確実な兆候が現れる前に、
死亡と判定することは困難な場合もある。vita minimaが存在する場合にも、同様なこと
が言える（原因：低体温、電気事故、代謝性昏睡、中毒、低酸素性脳損傷など）。そのよ

うな場合には、すなわち、最低限の生命兆候が存在すると同時に、死の確実な兆候が欠如
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している場合には、最大限の用意周到さが求められる。推奨される措置：蘇生措置を開始

し、入院を指示する。 
 
蘇生措置のもとで、いつ死を確定することができるのだろう?   
蘇生措置が無効であったと判定できる基準は、心蘇生における失敗である。20分後になっ
てもいかなる成果も認められず（自発呼吸なし、自発的心活動なし）、長時間にわたる心

電図の平坦化によって循環停止の不可逆性が証明された場合には、心肺蘇生術は一般的に

停止させることができる (ドイツ連邦医師会の勧告、蘇生のための勧告、第5改訂版、ドイ
ツ医師出版/ケルン、2011年)。場合によっては、とりわけ蘇生措置が臨床的に有効であれ
ば、蘇生時間の延長が 指示される。 
次のようなことが疑われる場合も、例外扱いとすることができる。 
 

o 全身の低体温 
o 中毒 
o 溺死に近い 

 
このような場合にも、状況次第では長時間にわたる蘇生措置が必要となることがある。も

ちろん、確実な死亡兆候が一つでも認められれば、蘇生措置は停止させるべきである (死
斑など)。 
 
4.2. 死亡時刻の判定 
 
検死に携わる医師にとって、死亡時刻の判定に役立つのは以下の兆候である。 
 

o 早期死亡兆候(死斑、死後硬直、冷たくなる)  
o 遅発的な死亡兆候(腐敗、変敗、死体の保存的変化)  
o 超生現象の検査 

特殊な場合には下記事項も必要 
• 証人の確実な供述(例えば、死亡事故) 
• 医学所見(例えば、心電図モニタリング) 

 
死体所見（!）とも結びつく特殊な場合には、犯罪捜査結果(生きているのを最後に見掛け
た、ポストの中の新聞、食べ物の残りの状態、最後の電話等)  
 
死亡時刻の申告には慎重さが求められ、死体の兆候だけを参考にして死亡時刻の範囲を長

く取り過ぎることは回避すべきである。死亡時刻について記載する際には、「およそ」や

「約」など相対化された単語を付加する、あるいは時間的範囲で表示するなどが推奨され

る。第三者の情報を無批判に受け入れることは回避すべきであり、それらについては、自

分自身の独自の調査によってチェックすべきである。次のような時間的間隔が大まかな目
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安となる。 
 
死斑 
 
開始      死後15～30分 
融合     死後約1～2時間 
完全な形成     死後約6～8時間 
圧迫消退 

  親指で押すと完全に消退	 	 	 	 死後約20時間まで  
角が鋭く尖った物(ピンセット)で押すと不完全ながら消退する 

死後約36時間まで 
位置移動	      死後約6～12時間 

 完全に    死後6時間まで 
 
 
死後硬直 
 
開始(顎関節)    死後2～4時間  
完全な死後硬直   死後約6～ 8時間(19時間までの場合も) 
中断後の再硬直   死後約8時間(19時間までの場合も) 
自然融解    周囲の温度に大きく依存(自然融解開始：2 ～4日後 

から) 
 
 
骨格筋の機械的興奮性 
 
伝達性収縮(いわゆるZsako筋現象) 死後1.5～2.5時間 
局所収縮(特発性隆起)   死後8時間～(ごくまれに12時間まで) 
 
死後硬直の進行の度合いの評価に当たって、収縮と勘違いしてしまうのを回避するため

に、死後硬直は1箇所の関節だけで評価すべきではなく、大小数箇所の関節(顎関節、指関
節、肘関節、膝関節、距骨関節)を評価に含める。 
 
Zsako筋現象は、手背の骨間筋をパーカッションハンマーで叩くことによって検査するこ
とができ、指が内転する。大腿部前部の筋肉では、下三分の一を叩くと膝蓋骨が引き上げ

られ、肩甲骨間の筋肉組織では肩甲骨が近づく。 
 
特発性筋隆起は、特に大腿二頭筋を強く叩くことによって検査することができる。皮下脂

肪組織が極めて多い場合には、特発性筋隆起を認めることはできないが、触って確かめる
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ことはできる。 
 
いわゆる深部体温(深部直腸温)の測定。これが正しく行われれば、死亡後早期のうちであ
れば、死亡時刻を判定するための最良の手立てとなる。ただし、測定部が特別に長いガラ

ス製温度計や電子温度計を使用する必要がある。それというのも、直腸内に少なくとも8 
cmも挿入しなければならないからである。体温計は原則として不適切である。絶対必要な
のは、死体発見場所周囲の温度も同時に測定することである。これら二つの温度測定結果

については、測定時刻も記録する。検定済みの温度計を使用する。直腸温測定は、死亡時

刻の確定にとって大きな意味を持つだけでなく、有熱性疾患の把握にも欠かせない。 
 
死亡時刻判定のためのその他の方法は、法医学専門医の知識、経験、特殊な手段等を前提

としているために、専門家に委ねるべきであろう。 
 
4.3. 検死の方法 
 
実際において、死亡の種類と死亡原因とは相互に分離させることはできない。 
 
医師による検死(検査)の際に重要なのは、体系的な手順で行うということである。こうす
ることによってのみ、散在的であっても極めて重要な所見を見逃してしまうという事態が

回避される。 
 
脱衣 
 

o 死体の衣服を脱がせ、身体の開口部を含めて前側と後側について目視的に確かめ
る。包帯や粘着テープ類は除去する。 

 
o 特定の場合には、医師は衣服を(完全に)脱がせることをとりあえず見合わせる。 

 
•最初から殺人行為の疑いが存在する。 
•着衣のままの死体において、例えば結膜出血や耳からの血液流出などの所
見が認められる場合には、不自然死の疑いが生じる。 
•例えば、交通事故や水死、労災など発見時の状況や外部状況などから、不
自然死の疑いが生じる。 
•部分的な脱衣後に、不自然死の疑いが生じる。 
•技術的理由や外部状況(死体が人前で発見)、著しい腐敗などにより、脱衣
が不可能である。 

 
しかし、上記のような場合であっても、死亡を確実に判定することが、常に優先事項とな

る。そのためには、たとえ痕跡に変化を来す可能性が存在する場合であっても、部分的な
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脱衣が必要になることもある。医師が脱衣を見合わせた場合には、検死が完全に実施され

たとする間違った印象を与えないようにするために、死亡診断書にその旨記載する。 
 
4.3.1. 死体の検査 
 
一般論として、死体に対し十分な検査を行うためには、常に十分な照明が前提となる。人

工照明(昼光が不可能につき)の場合には、赤における種々の色調を区別することが極めて
困難となる(例えば、死斑)。特殊な中毒では、見分けが一部困難となり、必要に応じて医
師は、昼光のもとに、2回目の検死を実施しなければならなくなる。特別な検査を実施す
る前には、栄養状態、体格、目立つ皮膚の変色(例えば、黄疸)等の全体的なメルクマール
を記録しておくべきである。 
 
粗末に扱われて放っておかれた兆候、乾燥しきった兆候等の場合には、特殊なメルクマー

ルについて検査が実施される。 
 
死斑 
 
重要なメルクマールは以下のとおりである。 
 

o 死斑が存在する－普通の強さや、例えば失血などに基づき現れ方が弱い  
o 死斑増加の時期/強さが最大になった時期、例えば死亡時刻判定用として 
o 死斑の色調として、青紫色(正常所見)、ホモジェナスな深紅色または非ホモジェ
ナスな深紅色は、例えば一酸化炭素中毒または凍死、灰青色は例えばメトヘモグロ

ビン血症 
o 死体々位と死斑との局所解剖学的位置関係、例えば、死後における体位変化につ
いての推理 
o 死斑の位置移動/圧迫消退、例えば死亡時刻についての推理  
o 典型的な圧痕、例えば布の織り目、下敷き、ポケット内容物などによる 

 
死後硬直 
 

O 顎関節、首、肘、膝、指関節などについて死後硬直の存否をチェックする、例
えばその分布様式 
O 死後硬直欠如や粘張性抵抗、強い死後硬直、例えば死亡時刻の推定に 
o 死後硬直中断後に再出現、または再出現なし、例えば死亡時刻の推定に 
o 自然融解－他の死亡兆候の「枠内」での死亡時刻の推定に 

 
腐敗 
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o 変色：緑色、灰褐色、濃灰色、あるいはその範囲が限定、平坦な広がり、網状、
あるいは複合タイプ 
o 腐敗ガス発生：顔面、胸、陰嚢、ペニス、腹部、捻髪音、皮下脂肪  
o 表皮、毛髪、爪などが剥がれる 
o 皮膚の水疱形成、口/鼻からの液体流出 

 
腐敗による死体変化では、死亡時刻を大まかに推定することができるに過ぎない。困難を

伴う場合や重大な場合には、検死は専門家(法医学者)に委ねるべきである。腐敗が見られ
る場合には、自然死と判定することは難しい。なぜならば、上記のうちの若干の変化は、

熱エネルギーや化学的影響など他の外的影響に基づいて現れることもがあり、特に腐敗プ

ロセスによって他人による暴力の痕跡が覆い隠されたり、消退したりすることもあるから

である。 
 
死体動物相 
 
O 非常に早期のうちに、昆虫が卵を産み付ける温床ともなり、遅くなってからは、蛆虫	  
や蛹、蛹の抜け殻などが認められるようになり、建物の外部や内部においても、他の動物

による欠陥/変化が認められるようになることもある。アリによる錆痕、齧歯類、犬、猫、
キツネ、小鳥などによる変化影響。専門家(法医学者)を招いて、検死を実施してもらうこ
とも場合によっては必要になる。このような場合には、死亡の種類として自然死の欄に印

を付けることは一般的に考慮の対象外となる。蛆虫が特に多い部位は、場合によっては損

傷が存在していたことを示唆しているのかもしれない(例えば、首、手関節)。 
 
乾燥 
 

o「自然」乾燥の局所解剖学的部位としては、角膜、眼球、口腔周囲、鼻、耳介、
指など、例えば局所解剖学的関係に基づく露出による。 

 
不自然死の原因としての擦過傷 
 

o 局所解剖学的部位、擦過傷の方向、色調(赤褐色/黄色)、硬さなど、例えばその発
生メカニズム(転倒/他人の手による)の解明に 

 
身体各部位の検査 
 
頭部 
 

o 最初に、脳損傷や顔面創傷などについての大まかな検査 
o 変形や非定型的な叩打音、骨摩擦音などが認められないか 
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o 浮腫、血腫、創傷 
o 損傷の局在性と分布パターン(局在的な広がり、頭皮、口腔前庭、耳介)、例え
ば、転倒性/非転倒性の局所解剖学的位置関係、ハットブリムライン（HBL）の規
則に留意 
o 口/鼻からの臭気(胸郭圧迫による)、例えば、芳香性刺激臭、ビターアーモンド臭 
o 口/鼻からの液体流出、鼻腔内に乾燥した血液、耳からの出血、コーヒー様吐瀉
物、錠剤の残り、皮膚腐食を伴う液体滴下痕、口腔内異物(猿ぐつわなど.) 
o 口/鼻前部におけるきのこ状泡沫、例えば肺浮腫、水死、中毒 
o 縊死による唾液の垂直方向滴下の痕跡 
o 点状出血 : 眼の結膜(眼球/眼瞼)、眼瞼皮膚、顔面皮膚、口腔粘膜、耳の後、単
に1か所の部位だけの場合も、頸部圧迫の疑いの診断 
o 非定型的な瞳孔サイズ(狭い、広い)および/または左右差あり、種々の中毒(注意: 
情報としては限定的)、例えば頭蓋脳損傷 

 
頸部 
 
頸部の形態、異常な可動性(?)、局在性損傷と経過。特に頸部皮膚点状出血、擦過傷、引っ
掻き傷、血腫、紐痕(経過と形態を記録)、非定型的な紐痕、二重の紐痕、他の所見を伴う
紐痕 
 
首つり状態の際：頭部/顔面/身体所見と紐痕との関係。例えば、死後に吊されたのではと
する被疑診断、首つりが他人の手によるのではとする被疑診断。首つりの際の死斑、例え

ば紐痕より上部における死後血液沈滞 
 
胸郭 
 
形状、変形性、非対称性、胸壁の可動性異常、乳房、瘢痕、損傷(擦過傷、血腫、傷)、場
合によっては、皮下気腫 
 
腹部 
 
形状、瘢痕、体毛の生え具合、他の損傷を伴う可動性の骨盤帯(?)、他の障害と関連する損
傷 
 
生殖器/肛門 
 
損傷徴候、血液流出 
 
四肢 
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瘢痕、タトー、不自然な可動性、血管に沿って連続的に続く針刺しの瘢痕、注射部位、手

関節屈曲部における瘢痕(例えば、自殺未遂)、血腫や擦過傷を含む損傷。手の屈曲部と指
の屈曲部が特に重要、電撃傷(中心点のある白灰色の疣状隆起)。手および/または足におけ
る漂母皮形成 
 
4.3.2. その他の注意点 
 
o 死体発見場所の特定 

•密閉した室内で発見(窓やドアは閉じていたか、空いていたか、ロックの状況)あ
るいは戸外で発見(死体を覆っていた物、地面の様子)  
•室温または戸外の温度、天候の状況  
•死体の体位と四肢の状況 

 
O 死体環境の調査 

•アルコール、ドラッグ、薬物などを用いた証拠(ボトル、ガラス器具、麻薬常用者
アイテム、ドラッグ包装材) 
•罹患していた疾患の特定(処方箋、医薬品、診察券) 
•住居の状態(例えば、荒れ放題、キチンとしている、暖房あり、暖房なし) 
•自殺の徴候(例えば、別れの手紙、遺言や埋葬契約書など死のために準備しておい
た文書、内部からドアや窓の鍵をかけている、死体発見場所の様子がきちんとして

いる。(注意: 先入観は避ける。自殺徴候は人為的に仕組まれたものであるかもし
れない。薬物使用等についても、同様である) 
•揉み合いになった跡、ドアや窓の破損 

 
o 死体の体位と衣服の状況 

•衣服が乱れていない、乱れている、破損している、汚れている、持ち運ばれた様
子、引きずった跡（特に靴に）。 
•死体の特殊な体位(例えば、足を広げている)  
死体検査の際に得られた所見を発見時の状況と比較する。 

 
4.3.3. 死亡原因についての既往歴情報 
 
o それまでの経緯に関する家族や介護人、近所の人、他の証人などの情報(注意が必要であ
る。それというのも、これらの情報は必ずしも事実と一致するとは限らないからである)。 
 
o 既往疾患(基礎疾患)について、主治医や最後に治療を行った医師には情報提供義務が課
せられている。主治医は、可能性の考えられる死因を、検死医に報告することが義務づけ

られている。 
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5. 死亡原因の特定 
 
死亡原因とは、死亡の直接的原因となった疾患、損傷または中毒死などのことである。 
死亡原因に加えて、死亡証明書の3番目の箇所には、死亡原因となった疾患とともに因果
連鎖を記載しなければならない。例えば動脈硬化症、心動脈硬化症、心筋梗塞などを因果

連鎖として挙げることができる。  
場合によっては、4段階の因果連鎖の記載が必要になることもある。 
不自然死(不慮の事故、中毒、その他暴力による死亡など)の場合には、可能な限り、外的
原因の種類や事故や中毒の種類も記載しなければならない。 
 
死亡原因が紛れもなく自然死であると考えることができない場合には、例えば「不明」な

どそれ相応の表現を用いる。 
基礎疾患とその後の経過、直接的な死亡原因まで、因果関係の流れを定式化することによ

り、自然死、不自然死、または原因不明死など、医師が死亡の種類を確定する際の本質的

な前提条件となる。 
 
6. 死亡の種類の分類 
 
死亡の種類は原則として3種類に分類される。 
 
•自然死 
•自然死か不自然死かは不明  
•不自然死 
 
例外：シュレースヴィッヒ・ホルシュタイン州では「不自然死」の項目の代わりに「不自

然死とする根拠」の項目を設けており、「はい」「いいえ」の形で答える形をとってい

る。つまり、「不明」とする選択肢は設けられていない。ドイツ連邦の若干の州において

は、根拠について質問がなされていて、「不明」とする選択肢は設けられている。 
 
死亡の種類を分類する際の基本原則 
 
自然死、「自然死とは疾患を原因とする死であり、法律的に意味のある要因とは完全に無

関係に現れたものである」。重篤で生命にかかわる疾患およびに死亡時刻にきわめて近い

経過について、具体的でドキュメントされた知見を有している場合にのみ、医師はこの判

定資格を有する権利がある。死亡する時刻は、疾患経過から予測されていなければならな

い。自然な医学的因果連鎖に影響を及ぼしうるような不自然な事象を示唆するようなもの

があってはならない。自然死に分類するに当たって、疑いの診断は正当なこととはいえな

い。冠動脈性心疾患を伴う心疾患の既往が知られている場合であっても、不自然死の可能
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性について責任を持って調査を実施しなければならない。救急医によって発見された高齢

者についても同様である。たとえ外傷が欠如していても、「自然死」と逆推理することは

正当なこととはいえない。外傷の欠如と高齢者または極端な若年者(乳児)という二つの条
件が重なっている場合にも同様なことがいえる。ここで注意しなければならないのは、あ

る時刻に死亡が発現したとする可能性だけでは、適切な分類の実施にとって正当とはいえ

ない。高度な妥当性が必要である! 
 
不自然死や不自然死の疑い、診断については高レベルの根拠を必要としないが、具体的な

根拠に基づいていることが必須の疑いが存在すれば十分である。不自然死への分類は、例

えば本人の手によるか、他人の手によるか、他人の過失か、自分の落ち度かなど、その他

の法的に重要な原因および付随事情を考慮せずに行われる。決定的なことは、外部によっ

てもたらされた事象を自然科学的に明確にすることである。つまり、重要となるのは、自

死、事故死、他人の手による死、医師の手術による死などよりなる集合概念である。 
場合によっては、例えば次のような長い因果連鎖にも留意する必要がある。 
 

• 転倒による大腿骨頚部骨折 – 入院治療－ 10日後に肺炎により死亡 
• 2年前に交通事故により頭蓋脳外傷－てんかん発作により死亡 

 
上記のようなケースでは、外的事象が(因果連鎖を間に挟んで)死亡原因になったことが明
白である。また、例えば次のような法的に重要な要因に留意することも、同様に重要であ

る。 
 

• 潰瘍出血により搬送－救急措置を怠る－出血により死亡、場合によっては医学
的措置を怠ったことによる死亡、従って「内的な」原因(潰瘍出血)であっても、不
自然死である。 

 
注意点：医師は死亡の種類について、間違って分類することも決して少なくない。医師は

文書に自然死と記録することに駆り立てられていることもしばしばである。医師として、

そのようなことが決してあってはならない。どのような状況におかれていても、医師は外

的影響から完全に独立した結果を達成させる権利と義務を有している。罪悪感や非罪悪感

などについて論議したり、「高齢者」や「鍵のかかった家」などのような犯罪的側面につ

いて検討したりしたために、医師による分類に影響が与えられてしまってはならない。不

自然死または不自然死の疑いに分類することの可能な高度の妥当性は、死体検査の際の次

のような所見によってもたらされる。 
 

• 血腫 (例外: 転倒による典型的部位、例えば学齢前の幼児の脛)  
• 死斑の色調としては不明瞭で疑わしい  
• 点状出血、例えば眼の結膜における 
• 電撃傷などの疑い 
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• 浴槽内の死体 
• 熱による影響の疑い 
• 爪のミーズ線、ホルツァーの水疱、非定型的な瞳孔サイズ 
• 腫脹、損傷、出血など 
• 異臭 

 
死亡の種類が不明、明確な死亡原因が欠如している場合には、死亡の種類は常に不明とな

る。特にこのことが言えるのは、成人年齢層や小児年齢層における突然死、腐敗性の変化

(損傷が隠されていたために)などの場合である。同様なことが言えるのは、手術 (過失は
当てはまらない！) と基礎疾患との相互関係が不明な、病院における死亡例である。手術
台での死 (Mors in tabula) も、たとえ基礎疾患が重篤であっても、少なくとも「不明」に
分類すべきである。注射時や点滴時、輸血時などにおける死亡も、「不明」に分類すべき

である。死亡の種類を不明とする際には、不自然死の根拠がまったく認められないことが

前提となる。 
 
7. 検死医にはどのような届出義務があるか? 
 
 	 •次のような場合には警察に通知する。  

• 不自然死 
• 死亡原因不明 
• 他者に知られずに死亡した 

 
このような場合に、検死に携わった医師は、検死の際に把握できた情報を警察官に伝える

ことが義務づけられている。 
病院で医原性死亡が発生した際に取るべき方法に関する推奨事項  
当該診療科の責任者が自分で検死を行い、警察に報告し、事実関係の詳細を説明する役を

引き受ける。病院での原因不明な死亡の場合には、経験に照らし合わせて、法医学的剖検

を実施するよう勧める。 
 

• 管轄保健局への届出  
• 死亡原因が感染性疾患の場合や死者が感染性疾患に罹患していた、あるいはそ
れ相応の疑いが存在する場合には、感染症防止法第9条第3項に基づき、検死担当
医師は猶予することなく、遅くとも24時間以内に、現住所または死亡場所を管轄
している当該保健局に届出をしなければならない。 

 
  • 同業者組合への届出 

• 当該死亡者が職業病の結果として死亡した、あるいは職業病が死亡原因の一部
を占めていたとする根拠のある疑いが存在する際には届出を行う。 
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バイエルン州 
死亡証明書 
 
医師のための情報 
 
死亡証明書の発行は単なる形式上の問題にとどまらない。死亡判定には特別な用意周到さ

が義務付けられている。死亡証明書の発行と共に、死体がさらなる検査なしに埋葬される

のかどうか、あるいは不自然死としてさらなる調査が必要になるのかどうかの道筋が決定

される。それと同時に、死亡原因統計の品質は、用意周到に発行された死亡証明書に依拠

している。 
 
瑕疵を回避するために、医師は、BayBestV第3条第1項に基づき、完全に脱衣した死体に
対して、身体開口部、後側、前側、頭髪で覆われた頭皮などの身体各部位を含めて、徹底

的に検死を実施しなければならない。 
 
死亡の種類について判定するのは、不自然死とする手掛かりの存否を確かめるためであ

る。「不自然死」と判定するのは、検死の枠内で医師が、自殺、事故、違法行為、あるい

は外的影響などによって死亡がもたらされた根拠を見出した場合である。さらに、不自然

死とする手掛かりは、死体所見以外の総合的状況(例えば、発見場所、死亡者の年齢など)
からも見出すことができる。死亡証明書(機密部分)には、不自然死とする根拠を記載すべ
きである。医師が検死の枠内で、自然死であるか、不自然死であるかについて解明できな

い場合には、死亡証明書の死亡の種類の箇所に不明と記載すべきである。 
 
不自然死とする根拠が認められる、死亡の種類が解明できない、正体不明の死体が発見さ

れたなどの場合には、検死に招致された医師は即刻、警察に通知しなければならない。 
 
 
死亡証明書についての注意 
 
死亡証明書は次のようなフォームのセットから構成されている。 
 
－非機密部分 
－機密部分(シート1～5) 
 
死亡証明書－非機密部分 
 
死亡証明書の非機密部分は、登記所に提出して貰うために、記載後に家族に手渡す。 
 
死亡証明書－機密部分 
 
死亡証明書の機密部分は、二つのパートよりなる(それぞれが、シート1～5)。機密部分1
は、どのような場合であっても完全に記入すべきであり、検死が実施された場所、日付、

時刻などの記載欄に医師の署名が必要となる。機密部分2では、不自然死の補足的根拠を
記載し、死亡原因、随伴疾患(epicrisis)などについて補足的に記載する可能性が医師に対
して与えられる。機密部分2の記入後も、検死が実施された場所、日付、時刻などの記載
欄に医師の署名が必要となる。 
 
機密部分(シート 1～5)の記載と署名を終えた段階で、添付されている窓付封筒にシート 1～
3を入れる。この右上部の窓は、登記所の職員が必要事項を記入するために設けられている。
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この封筒を閉じるのは医師本人であり、家族や委託者に手渡し、非機密部分と一緒に、登記

所に提出して貰う。不自然死とする根拠が認められる、死亡の種類が解明できない、正体不

明の死体が発見されたなどの場合には、この封筒は警察に引き渡す。 
 
検死を担当する医師が、不自然死の証拠を見つけた場合や死亡原因が解明できない場合、

あるいは他の理由から剖検が考慮に入れられる場合には、剖検用のダブルシート（シート

4）を未記載の剖検証明書と一緒に添付の窓なし封筒に入れる。この封筒も、医師本人が
閉じて、死体に添えておく。これ以外の場合、検死を担当した医師は、剖検用のダブルシ

ートを破棄する。機密部分のシート5は、医師の個人的書類として規定されている。 
 
官公庁による死亡原因統計は、世界保健機関（WHO）の規則に従って実施されている。
こうした意味からも、「死亡原因/臨床所見」の欄には、因果連鎖の形で、疾患経過を記載
すべきである。 
 
解説 
 
死亡証明書の機密部分の「死亡原因/臨床所見」の欄には、ICD-Codeを記載する。このシ
ステムに精通している医師であれば、すぐに分類を行うことができるが、ICDコードに従
って分類する義務はない。 
 
死亡原因統計の品質にとって大きな意義を持つのは、「疾患開始と死亡までの時間」の欄

への記載である。 
 
「直接死に至った疾患」や、多疾患罹患状態の意味における「他の重要な疾患」について

のその他の記載は、「死亡原因と随伴疾患(epicrisis)」の欄に行うことができる。  
 
事故死の場合、「死亡原因の分類に関するその他の記載」の欄において、「その他の事

故」というカテゴリーは、正当化される例外的な場合に限って使用すべきである。 
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死亡証明書 – 非機密部分 

管轄登記所宛 

当事者本人のデータ 

氏名、必要に応じて、本名、洗礼名 登記所の記載欄 

 

登記所 

市街地名、番地 死亡登記 

死亡登記番号 

郵便番号、市町村名、行政区 登記受付、受付リスト番号 

 

出生日   日   月   年 出生地 

性別:  □ 男性 □ 女性 

死亡時刻   日   月    年  時刻:      時    分 □ 検死医が確定 □ 家族/第三者の申立により 

死亡時刻が不明または死亡状態で見つかった 死体発見の時刻:      日    月    年 

時刻:     時     分 

死亡の種類   □ 自然死   □ 死亡の種類不明   □ 不自然死とする根拠 

 

注意! 以下にさらに記載する際には、事前にこのページを切り離す! 

本人確認 

□ 検死医自身が知っていたため   □ IDカード/パスポートにより   □ 家族/第三者の申し立てにより 

□ 不可能 

 

死亡場所 

□ 死亡場所 □ 死亡場所以外の場合には発見場所 

市街地名、番地(病院名等) □ 居住地住所(上記参照) 

郵便番号、市町村名、行政区 

 

注意事項 

□ 心臓ペースメーカー 

□感染リスク(バイエルン州葬儀法施行規則第 7条により防止措置が必要) 

□ その他(例えば、ドイツ化学物質法第 16e条に基づく事実要件) 

 

死産児の追加データ 

死産児または分娩時に死亡した体重 500g以上の未熟児 

□死産児   □分娩の際に死亡       □胎児の体重      g 
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医師の証明書 

私は脱衣状態の死体に対して自分自身で入念に検査を実施した結果に基づき、ここにおいて死亡と上記データ

について証明します。 

 

検死の場所、日付、時刻  医師の署名とスタンプ 
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死亡証明書 -機密部分 1- 

シート 1: 保健局 

当事者本人のデータ 

氏名、必要に応じて、本名、洗礼名 登記所の記載欄 

 

登記所 

市街地名、番地 死亡登記 

死亡登記番号 

郵便番号、市町村名、行政区 登記受付、受付リスト番号 

 

出生日   日   月   年 出生地 

性別:  □ 男性 □ 女性 

死亡時刻   日   月    年  時刻:      時    分 □ 検死医が確定 □ 家族/第三者の申立により 

死亡時刻が不明または死亡状態で見つかった 死体発見の時刻:      日    月    年 

時刻:     時     分 

死亡の種類   □ 自然死   □ 死亡の種類不明   □ 不自然死とする根拠 

 

最後に治療に携わった医師 

主治医または病院の名称と電話番号、市街地名、番地、郵便番号、市町村名 

 

確実な死亡兆候 

□ 死後硬直   □ 死斑   □ 腐敗   □ 生存とは相容れない損傷   □ 脳死 

蘇生措置:  □ はい   □いいえ      蘇生措置が一時的に必要(心臓の鼓動再開):  □ はい   □いいえ 

 

不自然死とする根拠 

□ その他の記述については機密部分 2を参照のこと 

 

死亡原因/臨床所見 

下欄には死亡原因だけを記載し、呼吸停止や心臓循環系停止、悪液質など最後の状態は記載しない。 

 疾患開始から死亡

までの時間的長さ 

I CD-Code 

I. 直接的に死に至った疾患 a) 直接的死亡原因   

32



先行原因  

a)の直接的死亡原因の元となっ

た疾患を記載し、最後に元々の

原因(基礎疾患)を記載する 

b)～の結果として   

c)～の結果として (基礎疾患)   

II. その他の重要な疾患    

   

剖検の必要性?   □はい   □いいえ 

 

死亡原因と随伴疾患について (epicrisis) 

□ その他の記述については機密部分 2を参照 

 

死亡原因の分類に関するその他の記述 

例えば、事故、中毒、暴力、自

殺等の際、あるいは医学的措

置による合併症の際 

 

事故カテゴリー (1か所だけに

×印を付ける) 

損傷の外的原因 (経過について記載する) 

 

ICD-Code. 

中毒の際には、薬物名を記載する 

 

□ 学校での事故(登下校時の道路事故は除く) 

□ 家庭内事故 

□ 労働時や勤務時の事故(出退勤時の道路事故は除く) 

□ スポーツや遊びによる事故(住居内や学校内は除く) 

□ 交通事故 

□ その他の事故 

1才未満の幼児や死産児の際 多胎児? □ はい □ いいえ 誕生時身長    cm 誕生時体重     g 

分娩後 24時間以内に死亡し

た新生児 

□ 早産   妊娠第    週 分娩後の生存時間     時間  □ 不明 

女性の場合 妊娠していたか?    □ はい、     か月    □ いいえ    □ 不明 

過去 42 日間に、分娩や中絶、流産、子宮外妊娠などを生じた?    

□はい   □ いいえ    □ 不明 

死亡から過去を溯る 43日目から昨年最初の日までの間に、分娩や中絶、

流産、子宮外妊娠などを生じた?    □ はい   □ いいえ    □不明 

 

医師の証明 
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私は脱衣状態の死体に対して自分自身で入念に検査を実施した結果に基づき、ここにおいて死亡と上記データ

について証明します。 

検死の場所、日付、時刻  医師の署名とスタンプ 

 

 

 

 

シート 5: 医師用のダブルシート 

シート 4: 剖検用のダブルシート 

シート 3: 州の統計当局 

シート 2: BayKRG第 5条第 6項に基づく場所 
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ヒアリング記録      池松和哉 

 

ハワイ州保健局      2019.12.10 

 

1. 死亡に関する情報の収集と報告システム 

 

死因の情報 

 ・死亡証明書として報告される 

・全 50 州とアメリカ領から疾病管理予防センター(CDC)/全米健康統計

センター(NCHS)に報告 

 

疾病管理予防センター(CDC)/全米健康統計センター(NCHS) 

 ・国の保健統計と疫学を主導する。 

 ・合衆国と領土の死亡にかかる情報の収集、解析、報告 

 ・死因報告についての適時性と正確性の改善のための財政上の支援

(NCHS) 

 

電子的死亡登録システム(EDRS) 

 ・その歴史 

 ・賛否 

 ・将来 

  

これまでの死亡報告のワークフロー 

 医師からの紙の死亡証明書→医師の証明者による死因の記載→葬儀場

から紙の死亡証明書を保健省に送る→保険証では EDRS に手入力 

新しい死亡報告のワークフロー 

 EDRS 上で入力→→EDRS 上で保健省が承認、配列、許可、監察医に照会 

 

ハワイの EDRS の背景 

 ・2006 年 1 月から運用 

 ・安全なウエブサイトと 

 ・すべての葬儀社が利用 

 ・すべての監察医・コロナーが利用 

・ホノルル市・州の監察医は死亡に関する情報が Quincy システムから

電子的に EDRS に移行する 
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現状 

 ・60%は EDRS、40%は紙ベース（年配の医師に多い） 

EDRS のメリット 

 ・NCHS への死因報告についての適時性と正確性の改善 

・連邦政府への不正やムダの減少（社会保障局への） 

・州政府への不正やムダの減少（州政府職員退職制度、組合基金、福祉

給付） 

 

EDRS のデメリット 

 ・電子システムの構築と維持の経費 

  （導入コスト（50 万ドル）は連邦政府から支給、維持費も） 

・システム運用のためのトレーニング 

・年配医師の抵抗感 

・国難や人的災害に対しシステムが脆弱 

（電源喪失やコンピュータシステムが運用不可能な場合） 

 

死亡証明書の様式 

 ・全 50 州とアメリカ領で、2003 年版様式 

 

オンライン教育システム 

  

  

2. 死亡診断書と死体検案書 

区別はない。 

 米国とハワイでの区分の重要なポイントは 

「自然死（病死）」か「非自然死（自殺、他殺、事故、不詳）」 

 

3. 死亡診断書の記載内容の修正 

病院での記載の場合は 3 日以内。 

後日の検査で判明した場合の締め切りは、実質的にはない。 

 

4. 省庁間の統計の数字の差 

統計のデータは直接各省庁に反映され、差はない。 

 

5. 外因死に関する情報 

交通事故や自殺に関する正確で詳細な情報は連邦政府や地方機関に提
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供される。 

 ハワイでは 6か月で約 150 件の交通事故死を運輸局に報告。 

 犯罪関連の場合は、司法機関からも報告。 

 

6. 非自然死に関する情報 

法的に別対応（情報の収集・報告も別） 

CDC のプロジェクト(NVDRS) 
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米国標準死亡証明書 

 

1.死者の氏名(別名があれば)（名、ミドルネーム、姓）  2.性別 3.社会保障番号 

4a.年齢   4b.1 歳未満  月  日  4c.1 日未満  時間  分 

5.生年月日（月/日/年）  6.出生地（市と州または国名） 

7a.居住地-州  7b.居住地-郡  7c.市、町 

7d.町名と番地    7e.アパート番号   7f. 郵便番号 7g.市域内（はい いいえ） 

8.米軍在籍歴（あり なし） 

9.死亡時の結婚歴（既婚、既婚別居、死別、離婚、未婚、不詳） 

10.生存する配偶者名 （妻の場合、最初の結婚前の姓） 

11.父親の名前（名、ミドルネーム、姓）  

12. 母親の最初の結婚前の名前（名、ミドルネーム、姓） 

13a.通知者名 13b.親族関係 13c.郵便連絡先（町名と番地、市、州、郵便番号） 

14.死亡場所（1つ選択） 

死亡が病院の場合 

入院患者  救急処置室/外来患者  来院時死亡 

病院外での死亡の場合 

 ホスピス  老人ホーム/療養病床  自宅  その他（具体的に） 

15.施設の名称（公共施設でない場合、住所） 16. 市、州、郵便番号 17.死亡した

郡 

18.埋葬の方法 

土葬   火葬  献体  埋葬  州外に移送  その他（具体的に） 

19.埋葬場所（墓地、火葬場の名称、その他） 

20.埋葬地 （町名と番地、市、州） 21.葬祭施設の名称と住所 

22.葬祭業免許を受けた者またはその他の代理人の署名  23.免許番号 

 

1 から 23 までの項目は、葬祭業者が記載 
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項目 24-28 は、死亡宣告または死亡確認をした者が記入 

24.死亡宣告日（月/日/年） 25.死亡宣告の時間 

26.死亡宣告をした者の署名（あてはまる場合） 27.免許番号 28.署名日（月/日/年） 

29.死亡日または死亡推定日（月/日/年）（月は綴りで） 

30.死亡時刻または死亡推定時刻 

31.監察医またはコロナーとの接触（あり なし） 

死亡の原因（手引き、記入例参照） 

32. 第Ⅰ部 事象の連鎖を記入―病気、けがまたは合併症･･直接死を引き起こしたもの。 

心停止、呼吸停止、原因の示されない心室細動など終末状態は記入しない。 

略語は使わない。1行には一つの原因を記載。必要なら行を追加。 

直接死因（最終病名 または死に至った状態）  発症から死亡までの期間 

a.                                                 

  の結果（の結果として） 

b.                                                 

  の結果（の結果として） 

c.                                                 

  の結果（の結果として） 

d.                                                 

 

a の原因に至る状態を順次記載。遠因（死に至る結果をきたした病気またはけが）を最後

に。 

第Ⅱ部 死亡に関連する有意な状態、しかし第 1部に記載の遠因ではないものを記載。 

 

33.解剖の実施（あり なし） 

34.死因を示す解剖所見が得られたか（あり なし） 

35.喫煙が死因に関与したか（あり おそらくあり なし 不明） 

36.女性の場合 

 これまで妊娠歴なし。   死亡時妊娠中だった。   

妊娠中ではないが、死亡 42 日以内は妊娠していた。 

 妊娠中ではないが、死亡の 43 日〜1年前に妊娠していた。 

 過去の妊娠歴が不明。 

37.死亡の方法 

 病死  事故  自殺  他殺  調査中  不詳 

38.傷害発生の日（月/日/年）（月は綴りで）  39.傷害発生時刻 

40.傷害発生の場所（例； 自宅、建設現場、レストラン、森林） 

41.就業中の傷害 （はい いいえ） 
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42.傷害発生場所（州、市町、町名と番地、アパート番号、郵便番号） 

43.どのように傷害が発生したか 

44.交通事故の場合、明示 

 運転者/操作者  乗員  歩行者  その他（具体的に） 

45.確認者（1つ選択） 

 確認した医師 私の知る限り、死亡は記載した原因、手段による。 

 宣告、確認した医師 私の知る限り、死亡は記載した日時、場所での原因、手段によ

る。 

 監察医/コロナー 検査または調査の結果、死亡は記載した日時、場所での原因、手段

によるものと考える。 

確認者の署名                          

46.死亡の原因(項目 32)記載者の住所、氏名、郵便番号 

47.確認者の称号   48.免許番号   49.証明日（月/日/年） 

50.登記官記載用 記入日 

 

 

24 から 49 までの項目は、医師が記載 
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米国標準死亡証明書の項目に関する手引き（抄訳） 

（「医師ハンドブック」「監察医/コロナーハンドブック」の死亡登録のてびき 参照） 

 

死亡したとき 

項目 24-25、29-31 は完全に記載する。施設により、別の人物が死亡宣告した

場合や、その事例についてより詳しい人物がいる場合には、死亡宣告した者は

項目 24-28 を記載する。死亡確認者は項目 24-25、29-49 を記載し、項目 26-28

は空白のこともある。 

 

項目 24-25、29-31 死亡の日時 

月名は綴る。正確な日が不明な場合、大まかな日時を記載する。日時の特定が

困難な場合、死体が発見・確認された日時を（発見）と記載する。死亡宣告日

と死亡日は同じかもしれない。時刻は 24 時間表記で。推定時刻の場合は

「頃」と記載。 

 

項目 32 死亡の原因 

読みやすく記載する。高解像度のプリンター、黒インクリボンのタイプライタ

ーなど。黒インクで記載。略語は用いない。 

 

第Ⅰ部（直接死因につながる事象） 

・それぞれの行には、1つの原因を記載する。(a)は必ず記載し、空白にしな

い。必要な場合、行を追加する。(a)の状態の基礎となる状態に起因する場合

があれば、(b)に記載する。これらすべての連鎖を記載する。第 1部の最下段

にはいつも基礎となる状態が入る。 

・それぞれの原因には、推定される「発症から死亡までの期間」を記載する。

「不詳」や「約○○」も可能。一般用語として「○○分」「○時間」「○日」も

可能。空白にはしない。 

・終末状態（例：心停止、呼吸停止）は用いない。もし(a)欄に死亡のメカニ

ズムの記載が最も適切と考えられる場合には、その原因を下段に記載する。

（例：冠状動脈硬化症に起因する心停止、胸部への鈍的衝撃に起因する心停

止） 

・うっ血性心不全、肝不全、腎不全、呼吸不全などの臓器系の不全が、死亡の

原因に記載される場合は、常にその場合は下段に原因を記載する。（例：Ⅰ型

糖尿病による腎不全） 

・「新生物」を死因に記載する場合、1)原発巣または原発巣不明、2)良性また
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は悪性、3)具体的な組織型または組織型不明、4)腫瘍のグレード、5)部位また

は臓器の部位を記載に含める。（例：原発性高分化型扁平上皮癌、肺左上葉） 

・致死的損傷（例：胸部刺創）、致死的外傷（例：鎖骨下静脈切損）、致死的障

害（例：空気塞栓症）は常に記載する。 

 

第Ⅱ部（その他の有意な状態） 

・第Ⅰ部の事象の連鎖に記載せず、死亡の原因に関与しない疾病や状態をすべ

て記載する。記載例を参照。 

・2つ以上の連鎖が死亡に関与していると考えられる場合、または 2つの状態

が一緒に死亡に関与すると考えられる場合には、第Ⅰ部には最も関与すると考

えられる事項を記載者の判断で 1つを記載し、もう一つの状態または疾病は第

Ⅱ部に記載する。 

 

死因の変更 

・追加の医学情報や解剖所見が得られた場合に、当初の死因が変わることがあ

る。その場合、最初に提出した死亡証明書は確認した医師により修正され、州

の人口動態記録事務所で訂正される。 

 

項目 33-34 解剖 

・項目 33 は、全身または局所解剖が行われた場合、「あり」を選択する。行っ

ていなければ「なし」を選択する。 

・項目 34 は、解剖で死因を特定する所見が得られた場合、「あり」を選択す

る。なければ「なし」を選択する。解剖を行っていない場合は、空欄のままお

いておく。 

 

項目 35 喫煙が死因に関与したか 

・記載者の判断で、喫煙が死亡に関連したと判断した場合は「あり」を選択す

る。喫煙は多くの疾病に関与していると考えられ、例えば、喫煙は肺気腫、肺

がん、心疾患や頭頸部がんによる死亡に関連している。記載者が、喫煙が死亡

に関与していないと臨床的に判断した場合は「なし」を選択する。 

 

項目 36 女性の場合、死者が死亡時またはそれまでに妊娠していたか 

・この情報は、妊娠関連死亡かどうかを判断する上で重要である。 

 

項目 37 死因の種類 

・1)正確な死因の判断 2)保険請求の手続き 3)損傷と死亡の統計的検討、の点
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で重要。 

・死因の種類で、「事故」「自殺」または「他殺」の判断が、法定の死亡証明書

の作成期限内に決定できない場合、「調査中」とする。これは後に他のいずれ

かに変更すべきである。 

・「不詳」は、死因の種類が判断できない場合のみ用いる。 

 

項目 38-44 事故または損傷 損傷または中毒による死亡の場合はすべて記載

する 

・項目 38 傷害発生の正確な月日年を記載する。月は名前を綴る。月を数字で

記載しない。(注意：けがをした日は死亡した日と違うかもしれない)  

日時が推定の場合「○○頃」とする。 

・項目 39 最も推測される正確な傷害発生の時刻を記載する。24 時間表記で

記載。 

・項目 40 損傷が発生した一般的な場所の名前（レストラン、更地、家）。会

社名や団体名は書かない。（例：「工場」と記載はするが「（株）標準工業」都

は書かない） 

・項目 41 第Ⅰ部、第Ⅱ部で、他殺、自殺、事故など疾病以外が記載された場

合、記載する。すべての自動車事故を含む。この項目は 14 歳以上のすべての

死者について記載が必要で、14 歳未満でも契約で補償されている場合は記載す

る。傷害が就業中の場合は「はい」そうでない場合は「いいえ」。就業中の傷

害は、死者の通常の業務の課程かどうかを問わない。就業中の傷害の例と就業

中の傷害でない例は以下の通り： 

就業中の傷害 

仕事中の、または仕事を前提とした職業訓練中の傷害 

勤務時間内の休憩、食事、仕事を前提とした駐車場での傷害 

家での報酬のある仕事、補償のある仕事での傷害 

法執行のボランテイアの仕事での傷害 

仕事での出張中の傷害 

就業中の傷害でないもの 

仕事の上での個人的なレクレーション活動での傷害 

職務としてではない訪問時の傷害 

主婦の仕事 

学校の生徒 

利益を目的としない自己の仕事(庭の草刈り、屋根の修理、趣味) 
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死亡の原因―背景、例と一般的な問題 

・死亡の原因についての正確な情報は重要です。 

 

「死亡の原因」は 2つの部分からなります。第Ⅰ部は死に至る事象の連鎖を直

接死因（疾病、損傷または合併症で直接の死の原因になるもの）を記入し、そ

の下段にはそれに至る原因を最下段に記載する。（疾病または損傷で死に至っ

た連鎖を順次記載）。第Ⅱ部には有意な疾病、状態または損傷で、死亡に関連

するが第Ⅰ部に記載したものでないものすべてを記載します。 

死亡の原因は、あなたの最も考えられる医学的意見を記載すべきです。 

確実な診断がつかない場合は「（推定）」も記載できます。 

 

適切な記載がなされた例： 

死亡の原因 

32.第Ⅰ部  

直接死因（最終病名 または死に至った状態）  発症から死亡までの期間 

a.      心破裂                          数分     

    の結果（の結果として） 

b.      急性心筋梗塞                                   6 日間     

    の結果（の結果として） 

c.      冠状動脈血栓                                  5 年間     

    の結果（の結果として） 

d.      動脈硬化性冠動脈疾患                            7 年間     

 

第Ⅱ部 死亡に関連する有意な状態、しかし第 1部に記載の遠因ではないものを記載。 

 糖尿病、慢性閉塞性肺疾患、喫煙 

 

33.解剖の実施（あり なし） 

34.死因を示す解剖所見が得られたか（あり なし） 

35.喫煙が死因に関与したか（あり おそらくあり なし 不明） 

36.女性の場合 

 これまで妊娠歴なし。   死亡時妊娠中だった。   

妊娠中ではないが、死亡 42 日以内は妊娠していた。 

 妊娠中ではないが、死亡の 43 日〜1年前に妊娠していた。 

 過去の妊娠歴が不明。 

37.死亡の方法 

 病死  事故  自殺  他殺  調査中  不詳 
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死亡の原因 

32.第Ⅰ部  

直接死因（最終病名 または死に至った状態）  発症から死亡までの期間 

a.      誤嚥性肺炎                        2 日間    

    の結果（の結果として） 

b.      遷延性意識障害                                  7 週間    

    の結果（の結果として） 

c.      鈍的損傷                                      7 週間    

    の結果（の結果として） 

d.      自動車事故                                    7 週間    

 

第Ⅱ部 死亡に関連する有意な状態、しかし第 1部に記載の遠因ではないものを記載。 

  

33.解剖の実施（あり なし） 

34.死因を示す解剖所見が得られたか（あり なし） 

35.喫煙が死因に関与したか（あり おそらくあり なし 不明） 

36.女性の場合 

 これまで妊娠歴なし。   死亡時妊娠中だった。   

妊娠中ではないが、死亡 42 日以内は妊娠していた。 

 妊娠中ではないが、死亡の 43 日〜1年前に妊娠していた。 

 過去の妊娠歴が不明。 

37.死亡の方法 

 病死  事故  自殺  他殺  調査中  不詳 

38.傷害発生の日（月/日/年）（月は綴りで）  August 15, 2003 

39.傷害発生時刻  2320 頃 

40.傷害発生の場所 高速道路の近くの道路脇 

41.就業中の傷害 （はい いいえ） 

42.傷害発生場所（ミズーリ州、市町 アレクサンドリア近く、町名と番地、州道 46a 17 マイ

ル標識、 郵便番号） 

43.どのように傷害が発生したか  トラックの運転者、道路外の木に衝突 

44.交通事故の場合、明示 

 運転者/操作者  乗員  歩行者  その他（具体的に） 
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死亡証明書の一般的な問題 

高齢者の場合、死亡の原因の連鎖をできる限り明確にする。老齢、虚弱、老

齢、高齢などの診断名は、公衆衛生的、また医学的観点からの価値は少ない。

年齢は証明書の他の場所に記載されている。死亡に至るいくつもの状態がある

場合、医師は自分の判断で最も適切なものを 1つ選択すべきである。そして、

多の関連する事項は第Ⅱ部に記載する。もし、熟慮しても死に至る連鎖が判断

できない場合は、監察医またはコロナーに、その後の調査や死亡の原因を判断

するための手助けを相談すべきである。 

 

小児の死亡は、死亡の原因の連鎖をできる限り明確にする。「未熟性」はそ

の原因が説明できなければ、記載すべきではない。母体の状態が小児の死亡の

きっかけになったり、影響していることもある。小児の死亡証明書には小児の

死亡の原因に加え、母体の原因も記載すべきである。（例：未熟性による肺硝

子膜症、28 週での母体の腹部への外力による常位胎盤早期剥離） 

 

SIDS（乳幼児突然死症候群）が疑われる場合、監察医やコロナーによる完全

な調査を実施すべきである。小児が 1歳未満で、状況調査や臨床経過のレビュ

ー、解剖が実施された後で、死因となりうる所見がない場合、死因を SIDS と

できる。 

 

以下のような経過をたどった場合、原因について追加の情報を報告すべきであ

る。 

膿瘍、腹腔内出血、癒着、成人呼吸窮迫症候群、急性心筋梗塞、精神状態の変

化、貧血、食欲不振、癌腫、心停止、不整脈、心筋症、心肺停止、蜂窩織炎、

脳浮腫、脳血管障害、脳ヘルニア、播種性血管内凝固症候群、不整脈、末期の

肝疾患、末期の腎疾患、硬膜外血腫、失血、高度虚弱、骨折、低ナトリウム血

症、低血圧、免疫抑制、頭蓋内圧亢進、頭蓋内出血、栄養失調、代謝性脳症、

多臓器不全、他系統臓器不全、呼吸停止、肺水腫、肺塞栓症、呼吸不全、腎不

全、けいれん、敗血症、敗血症性ショック、 
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ヒアリング記録      池松和哉 

 

オーストリア       2019.12 

 

1. 死亡に関する情報の収集と報告システム 

 オーストリアでは、死亡証明書の電子申請は行っていない。 

死亡に関する情報は、家族・葬儀社から地方保健行政機関、地方政府を経由

して、その後 Statistic Austria（統計庁）に送られ死因統計の処理が行わ

れる。 

 記載事項の修正が生じた場合の訂正に関しては、期限はなく、1〜2年後で

も可能。また、電子メールでも可能とのこと。 

 

2. 死亡診断書と死体検案書 

特に区別はない。それによる問題もない。 

 

3. 省庁間の統計の数字の差 

統計に関しては、統計庁が統計を算出するために差はない。 

 

4. 外因死に関する情報 

病院、⾏政解剖で死亡診断書の⾊が違う。 
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ヒアリング記録      木下博之 

 

アルバニア （ティラナ⼤学法医学研究所）    
2019.12.12 

1. 死亡に関する情報の収集と報告システム 

 死亡証明書は手書きで、申請の電子化はない。 

死亡に関する情報は、家族から地方行政機関を経由して、死因統計の処理が

行われる。 

 記載事項の修正が生じた場合の訂正に関しては、期限は年末とのこと。 

 

2. 死亡診断書と死体検案書 

「死亡証明書」で、特に区別はない。それによる問題もない。 

 

3. 省庁間の統計の数字の差 

国⽴統計研究所が⾏い、省庁間での差はない。 

 

4. 外因死に関する情報 

病死は家庭医が、外因死については法医学研究所の医師が⾏う。外因死について
は、法医学研究所（法務省管轄）でも統計を作成。 
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死亡ファイル D-4  (アルバニアで使用している書式) 

死亡証明書 

 

死者の氏名                     

死亡した日  日   月   年 

生年月日  日   月   年 

 

第Ⅰ部  医学的証明 

A- 医療データ 

Ⅰ．死亡場所    Ⅱ．医療処置 

 自宅      あり 

 医療機関     なし 

 その他（具体的に）      

 

Ⅲ．死亡の原因 

 

a-病死（ない場合、bにスキップ）   b-暴力 

1. 原死因     4. 原因 

（死亡を引き起こした病的状態）    事故 仕事での事故 

疾病コード         自殺  殺人 

2. 中間的な死因または合併症 

（死亡を引き起こす病的状態の  5. 死亡の原因となった乗り物・手段 

発症を引き起こした疾患）  疾病コード (E800-E999) 

                                  

疾病コード   

3. 直接死因    6. けがの結果として引き起こされる 

（直接死を引き起こした病態）    病気や合併症 

疾病コード                      

疾病コード (E800-E999) 

        

      7.事故や殺人など 

         時間  日 

        月  年 

 

      8. 事故や殺人などの場所 

        道路         

       その他の場所      

医師または保健所名 

日付     医師または医師助手の署名 
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第Ⅱ部 

A- 市民の条件の事務的データ 

1. 社会集団    4.自治会 

2. 市区町村    5.行為の記録 

3. 町・村    6.死の行為 

 

B- 死の一般データ 

1. 性別     6.家族の状況 

男性     独身 

 女性     既婚 

      離婚 

2. 年齢      死別 

  

3. 死亡した地域 

アルバニア領内   7.教育レベル 

アルバニア領外    小学校（1-4 年） 

      中学校（5-8 年） 

4. 住居      高校（9-12 年） 

社会集団    大学（13-16 年） 

市区町村 

町・村    8.保険 

ご近所     収入なし 

      国から 

5. 国籍       ピヴァットセクターから 

アルバニア    両方のセクターから 

ギリシャ    別の（具体的に） 

マケドニア 

モンテネグロ 

セルビア 

その他（具体的に） 

 

 

 ノート：答えに対応する正方形を Xでマーク。 

 

      市民局役員 

 日付 
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